
令和２年度における専門委員会の活動について

１ 全国高Ｐ連の各委員会

○ 6月 28日の第 1回委員会は中止。12月 5日に大阪で第 2回委員会（10月 3日を延期）、
2月 7日に東京で第 3回委員会の開催が予定されている。
○ 委員間のメール連絡はあるが、実質的に 1度も開催されておらず、活動内容は未定。

２ 東北地区高Ｐ連の各委員会

○ 6月 11日の第 1回委員会、これに代わる 8月 21日の合同委員会ともに中止。
○ 今後の本年度活動（第 2 回、第 3 回委員会と活動内容）については、各委員会の委
員長（主管県事務局）に一任することとなる。（7/31、臨時理事・総務委員合同会議）

○ 今後の活動予定

健全育成 ・「登校時一声運動・マナーアップ運動」については、各県ごとの取組に
（岩手県） 任せ、アンケート調査等は行わない。

・11 月 27 日に盛岡で委員会を開催し、各県の活動状況等について情報交
換を行う予定である。

進路対策 ・委員会主管県における委員会開催の予定はない。
（山形県） ・進路対策に関する各県の活動事例を収集し、リーフレット等にまとめる

ことで、本年度の活動報告に替えたい。

調査広報 ・「広報紙コンクール」は例年どおり実施する予定で準備を進める。
（福島県） ・当初予定の第 3 回委員会（コンクール審査会）は 2 月 19 日に福島で開

催する。その他対応が必要な案件については書面による。

３ 福島県高Ｐ連の各専門委員会

○ 5月 7日の新旧委員長校の事務引継ぎは中止。（専門委員会ごとに随時実施）
○ 5月 29日の会津大会における分科会（専門委員会ごと）は中止。
○ 7月 29日の第 1回専門委員会、それを延期した 9月 2日の会議も中止。
○ 今後の活動予定（それぞれの活動内容は各専門委員会の委員長及び事務局に一任）

健全育成 ・「登校時一声運動・マナーアップ運動」については、各校ごとの取組に
（安積黎明） 任せ、活動状況等の調査は行わない。（東北地区に同じ）

・本県独自の活動である「善行賞表彰」は実施する。ただし、懸案となっ
ている表彰基準の見直しについて結論を出さなくてはならない。（委員
会を開催しての検討は状況を見て判断。）審査は 1 月の第 2 回専門委員
会で行う。

進路対策 ・11 月 13 日に会津地区で県の商工労働部と共催の保護者向けの進路講演
（相馬） 会を開催する予定。

・1 月の第 2 回専門委員会が開催される場合は、各校、各地区の活動状況
や課題についての情報交換を行いたい。

調査広報 ・「広報紙コンクール」は例年どおり実施する予定で、各地区会に通知し
（会津学鳳） 推薦を依頼する。（審査は 1月の第 2回専門委員会において行う）

・本年度の会報第 37 号については、各地区委員長校との分担で編集発行
を行う。（一昨年度からWEB版となっている）

○ 1 月 22 日の第 2 回専門委員会は、現段階では開催の予定。（開催の可否については
12月末に判断する。）


